
  
 
〈参考４〉防災事業支援メニュー 

【災害に強いまちづくり施策を推進するための国土交通省支援事業メニュー事例】 

 ・基本施策毎に活用できる事業名を掲載 
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〈参考４〉防災事業支援メニュー 

 ・復旧期、復興期、被災前に活用可能な事業例を以下に掲載 

 

被災前 復旧期 復興期 

・住環境整備事業（空き家再生等推

進事業） 

・宅地耐震化推進事業 

・都市防災総合推進事業 

・防災集団移転促進事業 

・がけ地近接等危険住宅移転事業 

・都市再生整備計画事業 

・土地区画整理事業 

・住宅市街地総合整備事業（密集市

街地整備型） 

・街なみ環境整備事業 

・空き家対策総合支援事業 

・住宅建築物安全ストック形成事

業 

・都市構造再編集中支援事業 

・都市公園事業 

・狭あい道路整備等促進事業 

・地域防災拠点建築物整備緊急促

進事業 

・都市災害復旧事業 

・都市防災総合推進事業 

・住環境整備事業（小規模住宅地区

改良事業） 

・住環境整備事業（空き家再生等推

進事業） 

・都市防災総合推進事業 

・宅地耐震化推進事業 

・防災集団移転促進事業 

・がけ地近接等危険住宅移転事業 

・土地区画整理事業 

・災害公営住宅事業 

・災害復興住宅融資（住宅金融支援

機構） 

・空き家対策総合支援事業 
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下記以外
（宅地）

道路、河川、
公園等

農地、
公立学校等 再利用

負担法等による
災害復旧事業

他省庁所管

市街地における堆積

災害廃棄物等

◆適用除外
① 指定した場所以外に捨てられた土砂
② 事業実施が確認できないもの
③ 自衛隊等が無償で実施したもの又は

他事業によって実施されたもの

市町村長が
指定した
集積場

処分場

搬出（※） 排除

補助対象

直接排除（※）

市町村の市街地※１における（イ）～（ハ）のいずれかの場合において、市町村長が①又は②を排除する事業
（他の法令により処理されるものを除く） 【補助率１／２】

（イ）堆積土砂※２の総量が30,000㎥以上
（ロ）一団をなす堆積土砂が2,000㎥以上
（ハ）50m以内の間隔で連続する土砂が2,000㎥以上

①市町村長が指定した場所に搬出集積された堆積土砂
②市町村長が公益上重大な支障があると認めて搬出集積
又は直接排除された堆積土砂

※１ 都市計画区域内及び同区域外の集落地（独立した家屋が10戸以上隣接） ※２ 災害により発生した土砂の流入、崩壊等により堆積した異常に多量の泥土、砂礫、岩石、樹木等

【事業範囲】

（※）市町村長が公益上必要と認める場合は
補助対象

８．都市災害復旧事業（堆積土砂排除事業の概要）
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11．都市再生整備計画事業（既存建造物活用事業の例）

市町村における地域の特性を活かした個性あふれるまちづくりを支援する観点から、地域のまちづく
りに対する計画（都市再生整備計画）に基づき、公共施設等のハード事業と社会実験等のソフト事業
を総合的に支援。

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ
社会実験

駐輪場

地下通路

公園

空き店舗活用

（提案事業）

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽの社会実験等の
ソフト事業等

市町村は都市再生整備計画を作成、提出
（事前評価＋公表。期間は３～５年。目標、区域、事業等を設定）

＋

（基幹事業）

道路、公園、河川、下水道
、地域交流センター、地域
生活基盤施設（駐車場等）
、既存建造物活用事業等

歩道整備 地域交流
センター

活用イメージ

既存建造物活用事業

備蓄倉庫

防災広場

［国費率］概ね４割程度

【対象エリア】
○立地適性化計画を作成している場合：居住誘導区域内
○立地適性化計画を作成していない場合：鉄道・地下鉄駅から半径１ｋｍの範囲内又はバス・軌道の停留所・停車場から半径５００ｍの範囲内の区域※1・※2 等

※１ ピーク時間運行本数が片道で１時間当たり３本以上あるものに限る
※２ 平成30年度末までに提出される都市再生整備計画に基づく事業については、市街化区域又は非線引き用途地域内

［社会資本整備総合交付金］

調整池

新潟県加茂市

事業主体：新潟県加茂市
事業期間：平成29～平成30年度
事業内容：地域交流センター整備等

新町交流センター

外観（旧加茂銀行） 計画平面図

事業費：約19百万円
（設計費2百万円、改築費17百万円）25
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【災害に強いまちづくり施策を推進するための国土交通省支援事業メニュー事例】 
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【災害に強いまちづくり施策を推進するためのその他省庁等の支援事業メニュー事例】 
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